
摂津市通所支援利用助成金支給要綱 

 

（目的） 

第1条 この告示は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号。以下「法」という。）に

基づく障害児通所支援を受ける障害児の保護者に対し、当該保護者がその利用に

際し負担することとなった費用の一部を助成することにより、障害児福祉の増進

に寄与することを目的とする。 

 

（対象者） 

第2条 この告示に基づく助成金（以下「助成金」という。）を受けることができる者

（以下「対象者」という。）は、法第 21条の 5の 5第 1項の規定による通所給付決

定を本市から受けた障害児の保護者とする。 

 

（助成金の額） 

第3条 助成金の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した児童発達支援、医

療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援又は保育所等訪問支援(小学校就学の

始期に達するまでの者に係るものに限る。)(以下この条において「児童発達支援等」

という。)に係る費用の額(その額が現に児童発達支援等に要した費用(通所特定費用

を除く。以下この条において同じ。)の額を超えるときは、当該現に児童発達支援等

に要した費用の額)の 100分の 10に相当する額とする。ただし、法第 21条の 5の

3第 2項第 2号に規定する額を限度とする。 

 

（助成の申請） 

第4条 助成金を受けようとする者は、通所支援利用者負担金助成申請書（様式第 1

号）に障害児通所支援事業者の領収書を添えて、これを市長に提出しなければなら

ない。 

 

（代理による申請） 

第5条 障害児通所支援事業所の長は、対象者に代わり、前条の規定による申請をす

ることができる。この場合において、同条の規定の適用については、同条中「通所

支援利用者負担金助成申請書（様式第１号）に障害児通所支援事業者の領収書」と

あるのは、「通所支援利用者負担金助成申請書（代理申請用）（様式第２号）に対象

者の委任状及び助成申請額の計算書」とする。 

 

（支給） 

第6条 市長は、前 2条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認められるときは、当該申請をした者に対し助成金の支給を行うものとする。 

 



 

（不正利得の返還) 

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、その

者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとす

る。 

 

（その他) 

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年１１月７日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年５月９日から施行する。 

http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


様式第 1号 

 

通所支援利用者負担金助成申請書 

年   月   日    

 摂津市長  様  

申請者  住所               

氏名               

電話番号              

              

 通所支援利用者負担金助成金の支給 (    年   月分 )について、次の

とおり申請します。  

  

助成申請額  円   

通所給付決定 

保護者氏名 

  

児童氏名  

    

振  

 

  

込  

 

  

先  

金 融 機 関 名 

 銀   行 

信 用 金 庫 

信 用 組 合 

農業協同組合 

 

本店 

支店 

金融機関コード 
 

支店コード 
 

預 金 の 種 類 普通 ・ 当座 ・ その他（    ） 

口 座 番 号 
       

口 座 名 義 

（カタカナ）  

 

※ 領収書を添付してください。 

 



様式第２号  

 

通所支援利用者負担金助成申請書(代理申請用 ) 

年   月   日    

 摂津市長  様  

申請者  住所               

（施設長）氏名               

電話番号              

              

 通所支援利用者負担金助成金の支給 (    年   月分 )について、対象

者からの委任に基づき、次のとおり申請します。  

  

助成申請額  円   

通所給付決定 

保護者氏名 

  

児童氏名  

    

振  

 

  

込  

 

  

先  

金 融 機 関 名 

 銀   行 

信 用 金 庫 

信 用 組 合 

農業協同組合 

 

本店 

支店 

金融機関コード 
 

支店コード 
 

預 金 の 種 類 普通 ・ 当座 ・ その他（    ） 

口 座 番 号 
       

口 座 名 義 

（カタカナ）  

 

※ 対象者の委任状及び助成申請額の計算書を添付してください。 

 

http://www2.city.kitamoto.saitama.jp/reiki_int/reiki_honbun/word/407810021.doc

